
○風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等に基づく通知書等の様式等に関する規程

平成17年8月30日
公安委員会規程第6号

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく通知書等の様式に関する規程を次のように定める。

風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律等に基づく通知書等の様式等に関する規程

(趣旨)
第1条 この規程は、風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号。以下「法」とい
う。)及び風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律施行規則(昭和60年国家公安委員会規則第1号。以下

「規則」という。)に基づき、静岡県公安委員会(以下「公安委員会」という。)が行う行政処分(以下「処分」とい
う。)に係る通知書等の様式その他処分の通知に関し必要な事項を定めるものとする。
(許可等しない旨の通知)
第2条 法第5条第3項又は第10条の2第4項(法第31条の23において準用する場合を含む。)の規定による通知は、様式
第1号による決定通知書により行うものとする。
(承認等の通知)

第3条 公安委員会は、法第7条第1項、第7条の2第1項、第7条の3第1項又は第9条第1項(法第31条の23において準
用する場合を含む。次項において同じ。)に規定する相続、法人の合併若しくは分割又は構造設備の変更の承認を
したときは、当該承認の申請を行った者に対し、様式第2号による承認通知書によりその旨を通知するものとす
る。

2 公安委員会は、法第7条第1項、第7条の2第1項、第7条の3第1項又は第9条第1項に規定する相続、法人の合併若

しくは分割又は構造設備の変更の承認をしないときは、当該承認の申請を行った者に対し、様式第3号による決
定通知書によりその旨を通知するものとする。

(管理者の解任勧告)
第4条 法第24条第5項(法第31条の23において準用する場合を含む。)の規定による管理者の解任勧告は、様式第4号
による解任勧告書により行うものとする。

(指示等)
第5条 法第25条、第29条、第31条の4第1項、第31条の6第2項第1号、第31条の9第1項、第31条の11第2項第1号、
第31条の14、第31条の19第1項、第31条の21第2項第1号、第31条の24、第34条第1項又は第35条の4第1項若し
くは第4項第1号の規定による風俗営業者、性風俗関連特殊営業を営む者、特定遊興飲食店営業者、飲食店営業者
又は接客業務受託営業を営む者に対する指示は、様式第5号による指示書により行うものとする。
2 法第31条の9第2項の規定による映像送信型性風俗特殊営業を営む者に係る自動公衆送信装置設置者に対する勧

告は、様式第6号による勧告書により行うものとする。
3 法第31条の10又は第31条の11第2項第2号の規定による映像送信型性風俗特殊営業を営む者に対する命令は、様
式第7号による命令書により行うものとする。
(許可の取消し等の通知等)
第6条 公安委員会は、次に掲げる処分をするときは、当該処分を受ける者(以下「被処分者」という。)に対し、様

式第8号による行政処分通知書によりその旨を通知するものとする。
(1) 法第8条(法第31条の23において準用する場合を含む。)の規定による風俗営業の許可の取消し
(2) 法第10条の2第6項(法第31条の23において準用する場合を含む。)の規定による特例風俗営業者の認定の取消
し

(3) 法第26条第1項の規定による風俗営業の許可の取消し又は停止命令

(4) 法第26条第2項、法第31条の25第2項又は法第34条第2項の規定による飲食店営業の停止命令
(5) 法第30条第1項の規定による店舗型性風俗特殊営業の停止命令又は同条第2項の規定による店舗型性風俗特
殊営業の廃止命令

(6) 法第30条第3項の規定による浴場業営業等の停止命令
(7) 法第31条の5第1項又は第31条の6第2項第2号の規定による無店舗型性風俗特殊営業の停止命令
(8) 法第31条の5第2項又は第31条の6第2項第3号の規定による受付所営業の廃止命令

(9) 法第31条の15第1項の規定による店舗型電話異性紹介営業の停止命令又は同条第2項の規定による店舗型電
話異性紹介営業の廃止命令

(10) 法第31条の20又は第31条の21第2項第2号の規定による無店舗型電話異性紹介営業の停止命令
(11) 法第31条の25第1項の規定による特定遊興飲食店営業の許可の取消し又は停止命令
(12) 法第35条の規定による興行場営業の停止命令

(13) 法第35条の2の規定による特定性風俗物品販売等営業の停止命令
(14) 法第35条の4第2項又は第4項第2号の規定による接客業務受託営業の停止命令
2 前項の場合において、被処分者が所在不明その他の理由により、同項の規定による処分の通知ができないとき

は、静岡県警察本部生活安全部生活保安課において被処分者に交付すべき行政処分通知書を保管し、様式第9号
による公告を公安委員会の掲示板に2週間掲示するものとする。この場合において、掲示を始めた日から2週間を

経過したときは、当該行政処分通知書が被処分者に到達したものとみなす。



(所轄庁への通知)
第7条 法第42条の規定による飲食店営業等の停止の通知は、様式第10号による営業停止処分通知書により行うも
のとする。

(風俗営業者等に対する聴聞決定予定日の通知)
第8条 規則第6条の4第2項に規定する通知書の様式は、様式第11号のとおりとする。
2 規則第74条の3において準用する規則第6条の4第2項に規定する通知書の様式は、様式第12号のとおりとする。

附　則

この規程は、公布の日から施行する。

附　則(平成21年3月27日公安委員会規程第3号)
1 この規程は、平成21年4月1日から施行する。
2 この規程の施行の際現に改正前の各規程の様式により取り扱ったものは、改正後の各規程の相当の様式により

取り扱ったものとみなす。

附　則(平成27年3月17日公安委員会規程第1号)
この規程は、平成27年4月1日から施行する。

附　則(平成28年3月29日公安委員会規程第3号)
この規程は、平成28年4月1日から施行する。
附　則(平成29年2月21日公安委員会規程第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

附　則(令和元年7月1日公安委員会規程第2号)

1 この規程は、不正競争防止法等の一部を改正する法律(平成30年法律第33号)の施行の日(令和元年7月1日)から施
行する。

2 この規程の施行の際現に改正前のそれぞれの公安委員会規程の様式により提出されている申請書等は、改正後

のそれぞれの公安委員会規程の相当する様式により提出された申請書等とみなす。

3 この規程の施行の際現に改正前のそれぞれの公安委員会規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、

調整して使用することができる。

附　則(令和6年10月25日公安委員会規程第8号)
1 この規程は、公布の日から施行する。

2 この規程の施行の際現に改正前の風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律に基づく通知書等の様式

に関する規程の様式により作成されている用紙は、当分の間、調整して使用することができる。

附　則(令和7年11月28日公安委員会規程第13号)

この規程は、公布の日から施行する。
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